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海の「事件・事故」は１１８番
～「１１８番の日」周知活動を実施しました～

海上保安庁では、海における事件・事故の緊急通報用電話番号「１１８番」を
運用しており、毎年１月１８日を「１１８番の日」と定め、全国でPRを行ってい
ます。

秋田海上保安部では令和８年１月１８日にイオンモール秋田でPR活動や巡視船
の電光掲示板による呼びかけを実施しました。

また、通報者がスマートフォンを使用し、現場の状況を直接映像でリアルタイ
ムに伝えることができる「Live118」や聴覚や発話に障がいのある方のためのイン
ターネットを活用した「NET118」の運用も行っています。
※「NET118」の利用には事前の利用者登録が必要です。
海上保安庁「１１８番」皆さんもぜひ覚えてください！

こ ん な 時 は １ １ ８ 番 通 報

・不審な船を発見した
・海での事故（海中転落など）に遭遇または目撃した
・海へ油が排出されているのを発見した
・密輸、密航の疑いがある情報を得た など



秋田海上保安部では、秋田県沿岸におけるあわび、
さざえ等の密漁取締りを実施しており、今年７月から８
月までの間、合計１３人を漁業法違反等で検挙し書類送
検しました。１３人は、秋田県内在住で２０代から６０
代の男女でした。

密漁者は、国の特定水産動植物に指定されているあわ
びを合計１０個（１.０８kg、殻長１０cm以下のものを
含む）を採捕したほか、漁業権を持たずにさざえ合計５
７８個（３９.６㎏）を採捕しており、これらを押収して
全量を水産資源保護のため、採捕海域に放流処分しまし
た。秋田県沿岸では、水産資源の回復のため、毎年、あ
わびの稚貝を放流するなどして、安定した漁業活動を行
おうとしていますが、密漁は漁業者の生活を脅かし、漁
業者に甚大な被害を与えております。

秋田海上保安部では、引き続き密漁事犯根絶のため取
締りを実施していきます。
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仁賀保ボートクラブに対する海難防止講習会
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令 和 ７ 年 の 密 漁 取 締 り 結 果
～ 密 漁 事 犯 の 根 絶 を 目 指 し て ～

ライフジャケットを
着用するワン

秋田県小型船安全協会に所属する「仁賀保ボートクラブ」16名の皆さんに、海難
防止講習会を実施しました。

講習では、昨年、秋田県で発生した小型船舶事故の事例や、事故を防ぐためのポ
イントを説明しました。併せて、船舶の発航前に行う船体や機関の点検整備の重要
性、ライフジャケットの点検方法や正しい着用方法等についてもお話ししました。


